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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、「私たちdipは夢とアイデアと情熱で社会を改善する存在となる」という企業理念のもと、「Laborforcesolutioncompany」をビジョンに掲げ、
人材サービスとDXサービスの提供を通して、労働市場における諸課題を解決し、誰もが働く喜びと幸せを感じられる社会の実現を目指します。こ
のビジョンを実現するためには、コーポレート・ガバナンスの実効性の確保が不可欠です。当社では、適正なコーポレート・ガバナンス体制のもと、
経営の透明性を高め、効率的な企業運営を行うことで、あらゆるステークホルダーに対する責任を果たしつつ、中長期的な企業価値の向上を目指
しております。

　当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、業務執行取締役に対する監査・監督機能の強化
を図るとともに、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、2023年５月24日開催の第26期定時株主総会の決議をもって監査役会設
置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。

（１）取締役会取締役会は、経営の意思決定機関であり、豊富な経験に基づく高い専門性と幅広い知見を有する取締役8名で構成されております。
原則として取締役会を月１回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項を協議し、決議いたします。取締役8名
のうち６名は社外取締役であり、経営陣や支配株主から独立した立場の社外取締役が取締役会の３分の２を占めることにより、経営に対する監督
機能の強化を図ってまいります。

　議　 長：代表取締役社長兼CEO 冨田英揮　

　構成員：代表取締役COO 志立正嗣、社外取締役 馬渕邦美、社外取締役 竹内香苗、

　　　　　　社外取締役 島田由香、

　　　　　　社外取締役監査等委員 田邉えり子、社外取締役監査等委員 今津幸子、

　　　　　　社外取締役監査等委員 丸山みさえ

（２）監査等委員会は、豊富な経験に基づく高い専門性と幅広い知見を有する社外取締役監査等委員３名で構成されております。原則として監査
等委員会を月１回開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催します。監査等委員会は、監査等委員会において定められた監査の方
針に従い、法令及び定款に定められた事項並びに重要な監査業務について協議するとともに、監査・監督体制の充実を図っております。また、各
監査等委員である取締役は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の業務執行の適法性を監査するとともに、妥当性の監督を行ってまいり
ます。

　議　 長：社外取締役監査等委員 田邉えり子

　構成員：社外取締役監査等委員 今津幸子、

　　　　　　社外取締役監査等委員 丸山みさえ

（３）任意の指名・報酬委員会　取締役会の諮問機関である任意の指名・報酬委員会は、取締役会から諮問を受け、取締役の指名及び報酬に関
する事項につき審議し、答申を行っております。　指名・報酬委員会は、代表取締役社長兼CEO及び独立社外取締役で構成し、過半数が独立社
外取締役であることとしております。なお、委員長は、独立社外取締役が務めるものとしております。　

　議　 長：独立社外取締役 馬渕邦美　

　構成員：代表取締役社長兼CEO 冨田英揮、独立社外取締役 竹内香苗

　　　　　　独立社外取締役 島田由香、独立社外取締役監査等委員 田邉えり子

　　　　　　独立社外取締役監査等委員 今津幸子、独立社外取締役監査等委員 丸山みさえ

（４）執行役員会議

　当社は意思決定の迅速化及びその円滑な執行を図るべく、執行役員制度を導入しており、業務執行取締役、執行役員を主な構成員とする執行
役員会議を設置しております。執行役員会議は、原則として毎週開催し、重要事項に関する情報共有及び協議を行っております。なお、議案に応
じて監査等委員も陪席することとしております。

（５）戦略推進会議

　当社は経営の迅速な意思決定を支える仕組みとして、執行役員会議議案の事前審議機関である業務執行取締役が出席する戦略推進会議を設
けております。戦略推進会議は、原則として毎週開催し、業務執行事項に関する情報共有及び協議を行っております。なお、議案に応じて監査等
委員も陪席することとしております。

今後も健全で透明性の高い経営を追求し、コーポレート・ガバナンスの強化と充実に努めてまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

　当社は、2021年６月に改訂されたコーポレートガバナンス・コードの各原則（プライム市場向けの内容を含む）を全て実施しております。



【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

2021年６月改訂のコーポレートガバナンス・コードに基づいて記載しております。

【原則１-４（政策保有株式）】

　当社は、単に取引関係を深めることを目的とした上場会社の政策保有株式を保有しておりません。

　なお、当社は、純投資目的以外の目的である投資株式を２銘柄保有しております。当社は、保有銘柄別の業績、将来の見通し等の報告を定期
的に取締役会等において実施しており、保有の妥当性を検証しております。

【原則１-７（関連当事者間の取引）】

　当社が役員又は主要株主等との間で関連当事者取引を行う場合は、取締役会が定めた「関連当事者取引ガイドライン」に従い、取締役会にて
事前報告を行い承認を得ることとしております。当該取引の承認にあたっては、取締役会における審議が恣意的にならないように一般の取引条件
との比較検討等を行い、当社に不利益なものとならないようにしております。また、当該取引を行う者は取引内容を監査等委員会に報告し、当該
取引の適法性について監査を受けるものとしております。

　さらに当社では、取締役に対して、四半期ごとに「関連当事者取引に関する確認書」の提出を求めることで、上記ガイドラインの実効性を確保す
ることとしております。

　当社が役員又は役員が代表取締役を務める会社との間で利益相反取引を行う場合は、会社法及び取締役会規程に基づき、取締役会にて事前
承認を得るほか、監査等委員会の承認を得ることとしております。

【補充原則２-４-１（中核人材の登用等における多様性の確保）】

　当社は、従来から性別や国籍に関係なく、能力や実績を重視する人物本位の人材登用を実施しております。中長期的な企業価値の向上を実現
するためには、多様な視点や価値観を尊重することが重要と考え、異なる経験・技能を有する人材を積極的に採用しつつ、これらの人材が活躍し
やすい職場環境を整備しております。

　また、当社は毎年多くの新卒社員を迎え入れ、性別に関係なく活躍の機会を与え、育成に注力してまいりました。その結果、2023年２月現在、管
理職に占める女性の比率は、新卒入社から管理職に昇格した社員では43.6%、中途入社の管理職を含めた全体では34.5%であります。今後も、ま
ずは新卒社員から管理職に昇格した社員における女性比率を50%に向上させることを目標として、女性管理職の働き方に関する従業員満足度
等、女性管理職の活躍を推進する上で重要な管理指標を設定し、女性が活躍しやすい環境整備を行ってまいります。

　中途採用の管理職登用についても積極的に行っており、全管理職に占める中途採用者の比率は、2023年2月現在48.6%であります。今後も、新
卒・中途入社にかかわらず、全従業員が活躍できる環境づくりを進めてまいります。

　外国人の管理職登用につきましても、さらに積極的に行ってまいります。

　なお、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少や、育児や介護との両立など、働く人のニーズの多様化に伴い、近年、多様な働き方を実現する
職場環境づくりが課題となっています。当社は、社員それぞれのライフスタイルに合わせた柔軟な働き方と、すべての社員がパフォーマンスを存分
に発揮できる職場環境の実現に向けて、ワーク・ライフ・バランスの実現やダイバーシティの推進など、働き方の改革を進めています。これらに関
する当社の取組状況につきましては、下記URLのコーポレートサイトに掲載しております。

（働き方改革・ダイバーシティの推進）

https://www.dip-net.co.jp/esg/society/S004

【原則２-６（企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮）】

　当社は、企業年金を導入しておりません。なお、当社は、従業員の安定的な資産形成のため、確定拠出年金制度を導入しており、従業員に対
し、資産形成・投資運用に関する社内セミナー等を開催し、教育研修の実施を行っております。

【原則３-１（情報開示の充実）】

　当社では、株主の皆様をはじめとするステークホルダーにとって有益な情報の開示を重要な経営課題として認識し、積極的に開示しております。

(１)当社は、「Laborforcesolutioncompany」をビジョンに掲げ、人材サービスとDXサービスの提供を通して、労働市場における諸課題を解決し、誰も
が働く喜びと幸せを感じられる社会の実現を目指します。「私たちdipは夢とアイデアと情熱で社会を改善する存在となる」の企業理念のもと、事業
活動を通じて持続可能な社会の実現に貢献してまいります。　当社のフィロソフィーにつきましては、下記URLをご参照ください。＜フィロソフィー＞
https://www.dip-net.co.jp/company/philosophy

(２)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針につきましては、上記「１．基本的な考え方」をご参照ください。

(３)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きにつきましては、株主総会招集通知及び有価証券報告書にて具
体的な内容を開示しております。

(４)取締役及び監査等委員の選任に関しましては、代表取締役社長兼ＣＥＯ又は他の取締役が、以下の選任基本方針を満たすことを確認した上
で候補者を取締役会に諮り、取締役会の決議をもって候補者の内定とし、株主総会の決議により決定いたします。

　なお、取締役候補者の選任については、取締役会の任意の諮問機関であり、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会か
らの答申を踏まえることといたします。

　また、監査等委員の選任に関する議案を株主総会に提出する際は、監査等委員会の同意を得た上で行います。

　取締役会は、多様な知識・経験を有する者が適切なバランスで選任されるように検討した上で候補者を決定し、取締役会における社外取締役の
構成比を３分の２以上とすることとしております。

　選任基本方針は、以下に記載のとおりです。

＜業務執行取締役/社外取締役（監査等委員である取締役を除く）＞

　当社は、業務執行取締役の選任に関して、企業経営上の意思決定に必要な広範な知識と経験を備えていることなどの基準に基づき選任するこ
とを基本方針としております。

　また、当社は、社外取締役の選任に関して、取締役会における重要な意思決定を通じ、経営の監視・監督機能を果たすとともに、会社と経営陣・
支配株主等との間の利益相反の有無を監督し、中長期的な企業価値の向上を図るべく、経営方針や経営改善に関して積極的な提言を行うことが
できる者を選任することを基本方針としております。なお、2023年５月24日時点で、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、馬渕邦
美、竹内香苗、島田由香の３名を選任いたしました。

　また、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の解任は、取締役会にて業務執行取締役、社外取締役の選任基本方針に照らし、適時かつ適
切に審議した上で、解任の対象となる候補者を決議し、株主総会の決議により決定いたします。

＜監査等委員である取締役＞



　当社は、監査等委員である取締役の選任に関して、監査・監督機能の強化を図るべく、企業経営の経験を有する者、公認会計士、税理士、又は
弁護士として企業に関する財務、会計、法務の知見・経験を有する者、リスクマネジメントに関して相当程度の知見・経験を有する者を選任するこ
とを基本方針としております。なお、2023年５月24日時点で、社外取締役監査等委員として、田邉えり子、今津幸子、丸山みさえの３名を選任いた
しました。

　また、監査等委員である取締役の解任は、取締役会にて、監査等委員である取締役の選任基本方針に照らし、適時かつ適切に審議した上で、
解任の対象となる候補者を決議し、株主総会の決議により決定いたします。

(５)　取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役の選任理由につきましては、株主総会招集通知や有価証券報告書
等にて、開示しております。

【補充原則３-１-３（サステナビリティについての取り組み等）】

＜サステナビリティについての取り組み＞

　当社は、創業以来「私たちdipは夢とアイデアと情熱で社会を改善する存在となる」という企業理念のもと、事業活動を通じて社会課題を解決する
ことで、社会に貢献してまいりました。有期・無期を問わず雇用全般に関する社会課題や労働生産性向上への取り組みに加え、人材育成、女性活
躍推進、人権保護、DEI（ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョン）、そして気候変動等への対応を通じて、持続的な成長とさらなる企業価値
の向上を目指します。これにより、社会課題の解決と持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

　また、当社は、2019年からESG（環境・社会・ガバナンス）に関する活動内容について積極的な情報開示を行ってまいりました。その結果、ESGの
グローバル基準を満たす日本企業を対象にした株価指数「FTSEBlossomJapanIndex」の構成銘柄に３年連続で選定されました。

　2022年３月には、FTSERussellにより環境負荷の大きさ、脱炭素経済への移行促進や気候変動への取組みを評価する目的で新たに作成された「
FTSEBlossomJapanSectorRelativeIndexの構成銘柄に選定されました。2022年6月には、ESG投資の主要指数である「MSCIジャパンES Gセレクト・

リーダーズ指数」、及び「MSCI日本株女性活躍指数（WIN）」に初めて選定されました。これにより、GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）が投
資の運用に採用している５つの指数全てに選定されました。なお、MSCIのESGレーティングにおいては、上位2番目の「AA」評価を獲得しました。

　当社のサステナビリティの考え方及び取組みは、当社ウェブサイト（https://www.dipnet.co.jp/esg）、統合報告書、有価証券報告書をご参照くださ
い。

＜人的資本に関する取り組み＞

　当社は、社員の健康管理は仕事の生産性や社員幸福度に直結する重要なテーマであると考えております。それは「病気にならないこと」だけで
なく、「今よりもっと活力高く、幸せになること」を目指しており、その思いを込め"心と体を整える"コンセプトとして健康経営を推進しています。代表
取締役社長兼ＣＥＯを健康経営責任者、代表取締役ＣＯＯを健康経営推進責任者とし、直下に健康経営推進委員会（運営責任者執行役員ＣＨＯ)
を設置しました。なお、同委員会での議論内容は、定期的に取締役会・経営会議に報告を行っております。また、従業員からの意見を反映した健
康経営の取り組みとなることを目的に、各拠点から同委員会の一員として「健康経営推進リーダー」を任命しております。

　2023年3月には、健康経営への取り組みが評価され、経済産業省と日本健康会議が共同で選定する「健康経営優良法人2023」のうち、上位50 0

社のみが認定される「健康経営優良法人2023ホワイト500」に認定されました。

　その他、当社の人的資本の考え方及び取組みは、当社ウェブサイト（https://www.dip-net.co.jp/esg/society/S003）、統合報告書、有価証券報告
書をご参照ください。

＜TCFDの枠組みに基づく開示＞

　当社は、TCFDの提言へ賛同を表明しております。気候変動に関する活動状況について、TCFDの提言に基づき、気候変動が事業に及ぼすリス
クと機会を分析し、経営戦略に反映するとともに、関連するガバナンス、戦略、リスク管理、指標の４つの視点から情報開示を進め、環境に関する
取り組みをさらに強化・推進してまいります。また、ステークホルダーとの対話を進め、持続可能な社会づくりに貢献してまいります。

　当社のTCFDの取組みは、当社ウェブサイト（https://www.dip-net.co.jp/esg/environment/E004）、統合報告書、有価証券報告書をご参照くださ
い。

【補充原則４-１-１（取締役会決議事項及び委任の範囲）】

　当社では、取締役会の決議をもって決定すべき事項を取締役会規程にて定めております。具体的には、株主総会に関する事項、決算に関する
事項、取締役に関する事項、株式・社債に関する事項、経営の基本方針に関する事項、人事・組織に関する事項、資産・資金に関する事項、子会
社に関する事項、その他会社法等の法令に定める事項及びこれに準ずる重要事項について、取締役会の決議をもって決定しております。

　なお、当社は、2023年5月24日に監査等委員会設置会社への移行に伴い、業務執行取締役への業務執行権限の委譲範囲を見直し、業務執行
取締役がより一層、迅速・果断な意思決定を行える体制を整えております。今後も引き続き、各事案の規模・重要性・リスク等に応じて委任事項や
範囲の改訂を行うことで業務執行体制の整備を図ってまいります。

【原則４-９（独立社外取締役の独立性判断基準・資質）】

　当社は、独立社外取締役による監督・助言が適切に実施されるよう、「社外役員の独立性に関する基準」を定め、独立性を有するのみならず、事
業戦略に関する専門的な知見・経験を有し、取締役会において率直かつ建設的な提言を活発に行うことが可能な人物を、独立社外取締役候補者
として選任しております。

　なお、「社外役員の独立性に関する基準」は本コーポレート・ガバナンス報告書にて開示しております。

【補充原則４-10-１（指名・報酬委員会の構成の独立性、権限、役割等）】

　当社は、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役で
構成し、独立性を有する指名・報酬委員会を設置しております。同委員会は、取締役会からの一任に基づき、取締役の個別報酬（監査等委員であ
る取締役を除く）を決定するとともに、取締役会からの諮問に応じて、取締役候補者の指名及び取締役の報酬に関する事項につき審議し答申を行
います。

【補充原則４-11-１（取締役会の実効性確保のための前提条件）】

　当社は、取締役会の多様性と適正な規模について検討した上で、当社の事業及び業務等に精通し、機動的な業務執行を推進する業務執行取
締役、高い専門性と幅広い知見・経験を有し、経営に対して適切な助言と監督を行うことを期待できる社外取締役（監査等委員である取締役を除
く）と、高い専門性と幅広い知見・経験を有し、業務執行取締役の職務執行に対し、適切な監査・監督を行うことができる監査等委員である取締役
で、取締役会を構成しております。

　取締役会は、多様な知識・経験をもつ者が適切なバランスで選任されるように検討した上で候補者を決定し、取締役会における独立社外取締役
の構成比を３分の２以上、女性比率を半数とする基本方針としております。

　業務執行取締役は、企業経営上の意思決定に必要な広範な知識と経験を備えていることなどの基準に基づき選任することを基本方針としてお
ります。

　独立社外取締役は、取締役会における重要な意思決定を通じ、経営に対する監視・監督機能を果たすとともに、会社と経営陣・支配株主等との
間の利益相反の有無を監督し、中長期的な企業価値の向上を図るべく、経営方針や経営改善に関して積極的な提言を行うことができる者を選任
することを基本方針としております。



　監査等委員である取締役は、業務執行取締役の職務執行に対する監査・監督機能の強化を図るべく、企業経営の経験を有する者、公認会計
士、税理士、又は弁護士として企業に関する財務、会計、法務の知見・経験を有する者、リスクマネジメントに関して相当程度の知見・経験を有す
る者を選任することを基本方針としております。

　当社の取締役会は、多様かつ豊富な経験を有する者を取締役として選任することで、知識・経験・能力についてバランスがとれ、かつ、多様性の
ある構成としており、活発な議論を通じた深い検討及び迅速な意思決定を促進することで、取締役会の効果的・効率的な機能発揮を図ってまいり
ます。

　なお、株主総会招集ご通知、有価証券報告書、本コーポレート・ガバナンス報告書の最終頁にて、取締役会・監査等委員会のスキルマトリックス
を開示しております。

【補充原則４-11-２（社外役員の兼任状況）】

　社外取締役馬渕邦美氏は、上場会社１社の社外取締役及び上場会社１社の監査等委員である社外取締役を兼任しておりますが、上場会社の
役員兼任社数としては、合理的な範囲であると考えております。社外取締役である竹内香苗氏は、上場会社１社の社外取締役を兼任しております
が、上場会社の役員兼任社数としては、合理的な範囲であると考えております。両氏は、取締役会及び指名・報酬委員会において、当社の事業及
び業務に関して積極的に提言を行うなど、当社における職務を精力的に務めております。

　2023年５月24日付開催の第26期定時株主総会において新たに社外取締役に選任されました島田由香氏は、他の上場会社役員を兼任しており
ません。

　2023年５月24日付開催の第26期定時株主総会において新たに監査等委員である社外取締役に選任されました田邉えり子氏は、他の上場会社
役員を兼任しておりません。同日、新たに監査等委員である社外取締役に選任されました今津幸子氏は、上場会社１社の社外監査役及び上場会
社１社の社外取締役を兼任しております。また、同日、新たに監査等委員である社外取締役に選任されました丸山みさえ氏は、上場企業１社の社
外常勤監査役を兼任しております。いずれも、上場会社の役員兼任社数としては、合理的な範囲であると考えております。

なお、取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役の他の上場会社の役員との兼任状況につきましては、株主総会招
集ご通知及び有価証券報告書に記載しております。

【補充原則４-11-３（取締役会の実効性評価）】

　当社は、当社取締役会の実効性の向上を目的に、一年に一度、取締役会の実効性評価を実施しております。2022年5月に取締役及び監査役全
員を対象にヒアリングを実施し、当社取締役会の実効性の評価及び現状の課題を分析いたしました。その結果、取締役会は、監督及び業務執行
に係る意思決定において、適切な役割・責務を果たしており、実効性が高いと評価いたしました。また、当該分析の結果に基づき、さらなる当社取
締役会の実効性向上に向けた対応策を策定し、取り組んでまいりました。2022年度の実効性評価を踏まえた取組みの具体的な内容は以下の通
りです。2023年度は、さらなる取締役会の実効性向上に向けた対応策を検討、策定し、当社取締役会の実効性の向上に向けた取り組みを図って
おります。

＜2022年5月の実効性評価を踏まえた取組み＞

・コーポレート・ガバナンスの在り方の検討

（１）取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、業務執行取締役の監査・監督機能の強化を図るととも
に、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、2023年５月24日開催の第26期定時株主総会の決議をもって監査役会設置会社から
監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

（２）取締役会の多様性と適正な規模について検討した上で、当社の事業及び業務等に精通し、機動的な業務執行を推進する業務執行取締役、
高い専門性と幅広い知見・経験を有し、経営に対して適切な助言と監督を行うことを期待できる社外取締役（監査等委員である取締役を除く）と、
高い専門性と幅広い知見・経験を有し、業務執行取締役の職務執行に対し、適切な監査・監督を行うことができる監査等委員である取締役で、取
締役会を構成しております。2023年10月31日現在の取締役会の構成は、取締役８名のうち６名が独立社外取締役で、その内５名が女性となって
おり、取締役会が引き続き高い独立性と多様性を備えた構成となっております。

（３）独立社外取締役の全員を任意の指名・報酬委員会の委員とすることで、独立社外取締役による取締役の指名・報酬の意思決定への関与を
強化いたしました。

・内部統制、リスクテイク環境の整備当社が保有する情報資産の適切なリスクアセスメントが実施できるように、リスク評価項目の整備を行いまし
た。

・取締役会におけるディスカッションの在り方、充実のための支援取締役会の付議事項として、討議事項を設け、取締役会で深い議論ができる環
境を構築いたしました。

・後継者計画の実行的な運用執行体制の強化のため、執行役員候補の選抜、研修を実施いたしました。

【補充原則４-14-２（取締役に対するトレーニングの方針についての開示）】

　当社は、取締役に対して、当社が主催する社内研修や、コーポレート・ガバナンスに関する外部セミナーに参加する機会を提供しております。社
内研修においては、当社取締役が中長期的に課題となり得るテーマについて専門家による講義を受講し議論を行うなど、当社の持続的成長を実
現するために必要な知識の習得や研鑚に努めます。

　また、社外取締役は、執行役員との面談を行い、事業戦略、サービス開発等について議論を行うことで、知識の習得や研鑽に努めます。

　なお、監査等委員である取締役は、当社による支援の下、日本監査役協会に所属し、同協会が提供する最新情報を入手し、監査等委員に求め
られる役割と機能が発揮されるよう専門知識の向上に努めます。

【原則５-１（株主との建設的な対話のための体制整備・取り組みに関する方針の開示）】

　＜基本的な考え方＞

　当社は、重要なステークホルダーである株主・投資家の皆様との双方向のコミュニケーションが、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向
上にとって必要不可欠であると認識しております。

この考えに基づき、当社の経営戦略や事業環境に関する情報について、コーポレートサイトにおける情報開示や建設的な対話の充実等に積極的
に取り組むことにより、株主・投資家の皆様にご理解を深めていただくとともに、長期的な信頼関係の構築に努めます。

＜株主との対話者＞

　当社は、経営陣（代表取締役社長 兼 CEO、代表取締役COO、執行役員 CFO 経営統括本部長）が、株主等との対話全般について統括し、建設

的な対話の実現に努めてまいります。

また、株主・投資家の皆様の希望や面談の主な関心事項を踏まえた上で、上記の者のほか、その他の経営陣（社外取締役、執行役員等）、IR担
当部門長等が対応いたします。

＜株主との建設的な対話に関する具体的取組み＞

（１）対話を補助する社内各部門との有機的な連携

株主・投資家の皆様との建設的な対話に際しては、株主・投資家の皆様の関心事項を踏まえ、正確な情報を提供すべく、IR担当部門が各部門と
連携の上、対話者を補助します。



IR担当部門は、株主等との円滑な対話促進のため、定期的なミーティングを実施し情報を共有する等連携を図ります。

（２）対話の手段の充実に関する取り組み

株主・投資家の皆様との建設的な対話は、株主総会及び個別面談以外に、決算説明会やスモールミーティング等を通じて、当社の事業状況や戦
略について説明を行っております。

また、当社コーポレートサイトにおける積極的な情報開示や統合報告書の充実等にも取り組み、対話の促進に努めております。

（３）対話内容の社内へのフィードバック

対話を通じて得られた株主・投資家の皆様からの意見・要望・懸念等については、IR部門が取りまとめた上で、取締役会や執行役員会等の経営会
議にて、経営陣を含む社内関係者に四半期ごとに報告しております。また、重要性の高い案件や迅速な対応を必要とする案件については、四半
期ごとの報告機会を待つことなく、CEO、COOをはじめ経営陣に都度報告し、適宜対応しております。

（４）インサイダー情報の管理

対話に際しては、別途定める「内部情報及び内部者取引管理規程」の順守と「IRポリシー」に従い、インサイダー情報管理を徹底して行います。

「株主・投資家の皆様との建設的な対話」の詳細については、当社ウェブサイト（https://www.dip-net.co.jp/ir/management-policy/governance）に
掲載をしております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 20%以上30%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

オーセンティシティ株式会社 20,340,000 35.43

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 8,877,300 15.46

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 2,745,100 4.78

ＳＳＢＴＣ　ＣＬＩＥＮＴ　ＯＭＮＩＢＵＳ　ＡＣＣＯＵＮＴ 2,379,274 4.14

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与ＥＳＯＰ信託口・75525口） 2,123,465 3.70

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 1,638,600 2.85

ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＬＯＮＤＯＮＣＡＲＥＯＦ　ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＡＮＤ　ＴＲＵＳＴ，　ＢＯ
ＳＴＯＮＳＳＢＴＣＡ／Ｃ　ＵＫ　ＬＯＮＤＯＮ　ＢＲＡＮＣＨ　ＣＬＩＥＮＴＳ－　ＵＮＩＴＥＤ　ＫＩＮＧＤＯＭ

1,478,600 2.58

THE　BANK　OF　NEW　YORK　MELLON　140044 840,167 1.46

ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＡＮＤ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ　ＦＯＲ　ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮ
Ｋ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＧＭＢＨ，　ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ　ＢＲＡＮＣＨ　ＯＮ　ＢＥＨＡＬＦ　ＯＦ　ＩＴＳ　
ＣＬＩＥＮＴＳ：　ＣＬＩＥＮＴ　ＯＭＮＩ　ＯＭ２５

562,714 0.98

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 527,631 0.92

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

１．上記のほか、当社所有の自己株式2,729,057株があります。「大株主の状況」に記載している保有割合は、自己株式を控除して計算していま
す。

２．自己株式2,729,057株には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与ＥＳＯＰ信託口2,123,465株・役員報酬ＢＩＰ信託口73,817株）が所
有する当社株式2,197,282株は含まれておりません。

３．オーセンティシティ株式会社は、代表取締役社長 兼 CEO 冨田英揮の資産管理会社です。

４．2023年９月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパ
ニー（Capital Research and Management Company）及びその共同保有者である他４社が2023年８月31日現在でそれぞれ以下の株式を所有してい

る旨が記載されているものの、当社として2023年８月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めて
おりません。

なお、その大量保有報告書（変更報告書）の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称　キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー（CapitalResearchandManegementCompany）

住所　アメリカ合衆国カリフォルニア州、ロスアンジェルス、サウスホープ・ストリート333

（333SouthHopeStreet,LosAngeles,CA90071,U.S.A.）

保有株券等の数（株）　3,341,000

株式等保有割合（％）　5.56

氏名又は名称　キャピタル・インターナショナル・インク（CapitalInternationalInc.）



住所　アメリカ合衆国カリフォルニア州90025、ロスアンジェルス、サンタ・モニカ通り11100、15階

（11100SantaMonicaBoulevard,15thFl.,LosAngeles,CA90025,U.S.A.）

保有株券等の数（株）　243,100

株式等保有割合（％）　0.40

氏名又は名称　キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル（CapitalInternationalSarl）

住所　スイス国、ジュネーヴ1201、プラス・デ・ベルグ３

（３PlacedesBergues,1201Geneva,Switzerland）

保有株券等の数（株）　220,000

株式等保有割合（％）　0.37

氏名又は名称　キャピタル・インターナショナル株式会社

住所　東京都千代田区丸の内三丁目２番３号　丸の内二重橋ビル

保有株券等の数（株）　1,480,000

株式等保有割合（％）　2.46

氏名又は名称　キャピタル・グループ・インベストメント・マネージメント・ピーティーイー・リミテッド（CapitalGroupInvestmentManagementPte.Ltd.）

住所　シンガポール（048583）、ラッフルズ・キー1、43-00号

保有株券等の数（株）　104,700

株式等保有割合（％）　0.17

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 2 月

業種 サービス業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 16 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 8 名



社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 6 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

6 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

馬渕 邦美 他の会社の出身者

竹内 香苗 他の会社の出身者

島田 由香 他の会社の出身者

田邉 えり子 他の会社の出身者

今津 幸子 弁護士

丸山 みさえ 公認会計士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

馬渕 邦美 　 ○ ―――

　田邉えり子氏は、テンプスタッフ株式会社（現
パーソルテンプスタッフ株式会社）において、同
社の提供するウェブサイト及びウェブシステム
の構築等、IT分野を中心に多数のプロジェクト
に携わり、豊富な経営に関する経験を有してお
ります。また、人材サービス関連及びインター
ネット関連の事業における女性ならではの視点
を当社の経営及び商品開発に活かし、当社に
とって有効な助言及び監視・監督機能を期待で
きるものと考えております。同氏は当社業務と
の関わりがなく、また、役員報酬以外にコンサ
ルタント、会計専門家、法律専門家として当社
より報酬が支払われていない為、一般株主と
利益相反が生じるおそれのない者として、独立
役員として指定することといたしました。

竹内 香苗 　 ○ ―――

　馬渕邦美氏は、グローバル企業を含む複数
の事業会社の経営者として豊富な経営に関す
る経験を有しております。また、デジタルマーケ
ティングやAI/ブロックチェーン等の最新のテク
ノロジーに関する豊富な経験及び高い知見を
有しており、当社にとって有効な助言及び監
視・監督機能を期待できるものと考えておりま
す。同氏は、当社業務との関りがなく、また、役
員報酬以外にコンサルタント、会計専門家、法
律専門家として当社より報酬が支払われてい
ない為、一般株主と利益相反が生じるおそれ
のない者として、独立役員として指定することと
いたしました。



島田 由香 　 ○ ―――

　島田由香氏は、グローバル企業での人事総
務責任者として、組織文化の構築支援を推進し
てきております。また、経営者として広く日本企
業や社会へのウェルビーイング（健康かつ健全
な心と身体である状態）の浸透に取り組んでお
り、ウェルビーイングに関する豊富な経験及び
高い知見を有しております。社外取締役として
の監視・監督機能の他に、現在そして今後も多
くの人材を採用し、持続的な成長を継続するた
めにも、健康経営や当社が従業員の幸福度を
高める取り組みに関して有効な助言・提言を期
待しております。

　同氏は、東京証券取引所が定める独立性の
要件を満たしており、一般株主との利益相反を
生じるおそれがないことから独立役員として指
定することといたしました。

田邉 えり子 ○ ○ ―――

　田邉えり子氏は、テンプスタッフ株式会社（現
パーソルテンプスタッフ株式会社）において、同
社の提供するウェブサイト及びウェブシステム
の構築等、IT分野を中心に多数のプロジェクト
に携わり、豊富な経営及びリスクマネジメントに
関する経験を有しております。2019年5月より当
社社外取締役として、テクノロジー、リスクマネ
ジメント及び女性活躍の推進を含む企業経営
全般の助言・提言及び監視・監督機能を発揮し
ております。引き続き独立した立場からこれま
での経験と役割を通じて培われた幅広い見識
を当社の経営の監督に活かし、取締役会の意
思決定機能及び監査・監督機能を強化すること
を期待しております。

　同氏は、東京証券取引所が定める独立性の
要件を満たしており、一般株主との利益相反を
生じるおそれがないことから独立役員として指
定することといたしました。

今津 幸子 ○ ○ ―――

　今津幸子氏は、弁護士として、人事・労務や
ガバナンス領域を始めとする企業法務・リスク
マネジメントにおいて豊富な経験と高い見識を
有しております。また、同氏が所属する法律事
務所における女性パートナーとして、女性活躍
の推進にも携わっております。2022年5月から
当社社外監査役として、豊富な経験と高い見識
のもと企業経営全般の監視・監督機能を発揮し
ております。引き続き独立した立場からコーポ
レート・ガバナンス、リスクマネジメント及び女性
活躍の推進に関する助言・提言をすること及び
監査・監督機能を強化することを期待しており
ます。

　同氏は、当社業務との関わりがなく、また、役
員報酬以外にコンサルタント、会計専門家、法
律専門家として当社より報酬が支払われてい
ないため、一般株主と利益相反が生じるおそれ
がないと判断し、独立役員として指定することと
いたしました。

丸山 みさえ ○ ○ ―――

　丸山みさえ氏は、公認会計士として常に公正
不偏の態度を保持し、高い専門性と実務上の
経験を有するほか、他社の社外監査役を歴任
された経験から会社財務・会計並びに税務に
深く精通しております。これまでの経験と役割を
通じて培われた幅広い見識を当社の経営の監
督に活かし、取締役会の意思決定機能及び監
査・監督機能を強化することを期待しておりま
す。

　同氏は、東京証券取引所が定める独立性の
要件を満たしており、一般株主との利益相反を
生じるおそれがないことから独立役員として指
定することといたしました。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性



全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 3 0 0 3 社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

監査等委員会の求め又は指示により、その職務の執行を補助する人員を配置しております。この場合、当該人員は監査等委員以外の者から指
示命令を受けないよう独立性を保ち、指示の実効性を確保しております。また、当該人員の人事異動、評価等については、監査等委員会の同意
を得るものとします。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会は、適時に会計監査人又は内部監査室と会合を行い、情報共有及び意見交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人又は内部
監査室に報告を求めます。また、会計監査人の監査の過程及び監査終了後、監査等委員会は、当該監査における指摘等に関する報告を受ける
こととしております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 7 0 1 6 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 7 0 1 6 0 0
社外取
締役

補足説明

　指名・報酬委員会は、取締役会からの一任に基づき、取締役（監査等委員である取締役を除く）の個別報酬額を決定するとともに、取締役会から
の諮問に応じて、取締役の指名及び報酬に関する事項につき審議し答申を行っております。また、同委員会は、代表取締役社長兼ＣＥＯ及び独立
社外取締役で構成し、委員の過半数が独立社外取締役であることとしております。2023年5月24日時点の構成員は、代表取締役社長兼CEO冨田
英揮、独立社外取締役馬渕邦美、独立社外取締役竹内香苗、独立社外取締役島田由香、独立社外取締役監査等委員田邉えり子、独立社外取
締役監査等委員今津幸子及び独立社外取締役監査等委員丸山みさえの各氏であります。なお、委員長は、独立社外取締役が務めるものとして
おります。

2023年２月期の指名・報酬委員会の出席状況は、以下のとおりです。

(2023年２月期　指名・報酬委員会における出席状況)

冨田　英揮　　　出席回数　4回/4回　　出席率　100%

田邉　えり子　　出席回数　4回/4回　　出席率　100%

馬渕　邦美　　　出席回数　4回/4回　　出席率　100%　

竹内　香苗　　　出席回数　1回/1回　　出席率　100%　

※竹内香苗氏は、2022年5月24日開催の第25期定時株主総会で新たに取締役に選任され、同日に取締役及び指名・報酬委員に就任しておりま
すので、同日以降の出席回数を記載しております。

【独立役員関係】



独立役員の人数 6 名

その他独立役員に関する事項

　当社及び当社の子会社（以下「当社グループ」という）は、社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員が次の項目のいずれにも該
当しない場合、当該社外役員は当社グループからの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。

１．当社グループの業務執行者（業務執行者とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみなら
ず、使用人を含む。監査役は含まれない。）又は過去10年以内（ただし、過去10年以内のいずれかの時において当社グループの非業務執行取締
役（業務執行取締役に該当しない取締役をいう）、監査役であったことのある者にあっては、それらの役職への就任の前10年）において当社グ
ループの業務執行者であった者。

２．当社グループの主要株主（直近の事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10％以上を保有する者）、又はその業務執行者である
者。

３．当社グループを主要な取引先※とする者、又はその業務執行者である者。

４．当社グループの主要な取引先※又はその業務執行者である者。

５．当社グループの会計監査人又はその社員等として、当社の監査業務を担当している者。

６．当社グループから役員報酬以外に、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家。ただし、
当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当社グループから得ている財産が年間収入の２％を超える団体の業務執行者であ
る者に限る。

７．過去３年間において、上記２から６のいずれかに該当していた者。

８．上記１から７のいずれかに掲げる者（ただし、重要な者に限る。）の二親等内の親族。

９．当社グループにおける社外役員（社外取締役又は社外監査役をいう）としての在任期間が通算して８年を超える者。

10．前各号のほか、当社グループと利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外取締役としての職務を果たすことができない特段の事由を
有している者。

※「主要な取引先」とは、直近の事業年度における取引額が、年間連結売上高の２％を超える場合をいう。

　以上の基準に加え、当社グループ取締役の法令順守や経営管理に対する監査・監督に必要な幅広い知識と豊富な経験を有することを社外取
締役の選任の目安とする。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

　当社は、業務執行取締役に対し、業績連動報酬としてBIP信託の設定を行っております。また、業務執行取締役に対し、譲渡制限付株式（Restri

ctedStock）の付与を実施しております。

　業績連動報酬の報酬水準や基本報酬に対する割合は、外部専門機関が集計・分析している報酬データベースを用いて、当社の事業規模等を
考慮した客観的なベンチマークを行い、年間報酬における中長期の業績連動報酬の比率や、業績目標達成の難易度を総合的に勘案して決定し
ております。

　本BIP信託の業績指標につきましては、当社が重要な経営指標としている売上高及び営業利益を１：１の比率で採用しており、業績目標の達成
度により、０～150％の範囲で交付株式数を変動させた上で、交付することとしております。

　なお、対象者の在任期間中に職務や社内規程等への重大な違反があった場合、当該業績連動株式報酬の交付等を受けられる権利を喪失させ
るマルス条項を設定しております。また、交付後に当該違反事実が判明した場合は、当該株式報酬の返還を請求するクローバック条項を設定して
おります。

　本譲渡制限付株式報酬の業績指標は、当社が重要な経営指標としている売上高及び営業利益を採用し、2027年２月期決算短信にて開示され
る業績目標の達成度に応じて、譲渡制限を解除するものとしております。

　なお、対象者の在任期間中に職務や社内規程等への重大な違反があった場合には、当該譲渡制限付株式報酬の返還を請求するクローバック
条項を設定しております。

ストックオプションの付与対象者 従業員

該当項目に関する補足説明

当社の長期的な企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めること等を目的として、当社の従業

員に対しストックオプション（新株予約権）を発行しております。

【取締役報酬関係】



（個別の取締役報酬の）開示状況 一部のものだけ個別開示

該当項目に関する補足説明

　報酬等の総額が１億円以上の者は、有価証券報告書において個別開示を行うこととしております。有価証券報告書、事業報告は、当社コーポ
レートサイトにも掲載し、公衆の縦覧に供しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　（１）基本方針

　当社は、当社経営陣・取締役の報酬制度について、独立性を有した監視・監督機能を果たすべき社外取締役及び監査等委員を除き、株主との
価値共有を促進し、説明責任を十分に果たせる客観性と透明性を備えた上で、優秀な人材を確保・維持できる水準を勘案し、健全な企業家精神
の発揮を通じて、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を促す報酬体系とすることを基本方針としております。

　上記の基本方針のもと、取締役の個人別の報酬等の決定方針を定めており、その概要は、以下のとおりです。なお、当該決定方針は、取締役
会の諮問機関であり、独立社外取締役が委員長を務め、独立社外取締役が委員の過半数を占める指名・報酬委員会による答申を踏まえて、取
締役会決議により決定しております。

　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定
方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものと判断しております。

＜業務執行取締役＞

　業務執行取締役の報酬体系は、基本報酬としての金銭報酬と、当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増
大への貢献意識を高めることを目的とした業績連動報酬とで構成しております。

　基本報酬については、代表取締役社長兼CEOの基本報酬を基準額とし、役職ごとに内規で定める係数を基準額に乗じて決定しております。

＜社外取締役・監査等委員＞

　社外取締役及び監査等委員の報酬につきましては、監督・監査の実効性と独立性を確保する観点から、原則として基本報酬としての金銭報酬
のみとしております。

＜役職ごとの方針＞

　代表取締役社長兼CEOの基本報酬を基準額とし、役職ごとに内規で定める係数を基準額に乗じて決定しております。なお、取締役会は、基準額
及び役職ごとに定める係数の決定を、指名・報酬委員会に一任しております。

（２）業績連動報酬（非金銭報酬）及び基本報酬に対する割合に関する方針

　当社は、業務執行取締役に対し、業績連動報酬として役員BIP信託の設定及び譲渡制限付株式報酬（RestrictedStock）の付与を実施しておりま
す。

　業績連動報酬の報酬水準や基本報酬に対する割合につきましては、外部専門機関が集計・分析している報酬データベースを用いて、当社の事
業規模等を考慮した客観的なベンチマークを行い、年間報酬における中長期の業績連動報酬の比率や、業績目標達成の難易度を総合的に勘案
して決定しております。

　本役員BIP信託の業績指標につきましては、当社が重要な経営指標としている売上高及び営業利益を１：１の比率で採用しており、業績目標の
達成度により、０～150%の範囲で交付株式数を変動させた上で、交付することとしております。（当事業年度における業績目標と実績）業績連動報
酬（BIP信託）の算定に用いた売上高及び営業利益の目標と実績は以下のとおりです。

＜指標＞　

　売上高

　　目標　51,953百万円

　　実績　49,378百万円　

　営業利益

　　目標　12,303百万円

　　実績　11,991百万円

（３）報酬等の付与時期や条件に関する方針

・報酬等の付与時期　

＜報酬の種類＞

　　基本報酬

　　年俸制　（毎月払）　　（業績連動報酬）役員BIP信託　　退任時

　　　（業績連動報酬）譲渡制限付株式報酬　　譲渡制限解除時

・報酬等の条件

　（役員BIP信託）

役員BIP信託につきましては、所定の要件を充足した対象者に対し、当該業績連動株式報酬として、株式交付ポイントに対応する当社株式の50%
について交付を受け、また残りの50％については、本信託内で換価した上で、換価処分金相当額の金銭の給付を受けるものとしております。

　なお、対象者の在任期間中に職務や社内規定等への重大な違反があった場合、当該業績連動株式報酬の交付等を受けられる権利を喪失させ
るマルス条項を設定しております。また、交付後に当該違反事実が判明した場合は、当該株式報酬の返還を請求するクローバック条項を設定して
おります。

（譲渡制限付株式報酬）

　譲渡制限付株式報酬につきましては、譲渡制限解除時までの在籍条件及び業績連動条件を付すこととしております。



　なお、対象者の在任期間中に職務や社内規程等への重大な違反があった場合には、当該譲渡制限付株式報酬の返還を請求するクローバック
条項を設定しております。

（４）報酬等の決定の委任に関する事項

　・役員報酬方針の決定

　　当社の役員報酬方針は、指名・報酬委員会による答申を踏まえ、当社取締役会で決定しております。

　・基本報酬額の決定

　　基本報酬につきましては、客観性・透明性を高める観点から、株主総会決議による報酬枠の範囲内　にて、当社取締役会により一任された指
名・報酬委員会が、当該役員の役職（役職ごとに内規で定める係数を含む）、責任、業績への貢献度を総合的に勘案し、決定しております。同委
員会の構成員は、代表取締役社長兼CEO冨田英揮、独立社外取締役馬渕邦美、独立社外取締役竹内香苗、独立社外取締役島田由香、独立社
外取締役監査等委員田邉えり子、独立社外取締役監査等委員今津幸子及び独立社外取締役監査等委員丸山みさえの各氏であります。

　・業績連動報酬の決定

　　役員BIP信託につきましては、基本報酬とは別枠で、株主総会による決議の範囲内にて、取締役会決議により決定しております。

　　譲渡制限付株式報酬につきましては、基本報酬とは別枠で、株主総会による決議の範囲内にて、取締役会決議により決定しております。

（５）指名・報酬委員会の手続き

　任意の指名・報酬委員会は、取締役会からの一任に基づき、取締役の個別報酬（基準額及び役職ごとに定める係数）を決定するとともに、取締
役会からの諮問に応じて、取締役の指名及び報酬に関する事項につき審議し答申を行っております。また、同委員会は、代表取締役社長兼CE O

及び独立社外取締役で構成し、過半数が独立社外取締役であることとしております。

【社外取締役のサポート体制】

　社外取締役のサポートは取締役会事務局が担当しております。取締役会の開催に際して事前に社外取締役へ説明を行う必要がある場合には、
取締役会事務局より情報の伝達を行っております。また、社内コミュニケーションツールを用い、社外取締役が情報収集を行うことができる体制を
整えております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

――― ――― ――― ――― ――― ―――

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 0 名

その他の事項

　現在、当社では、相談役を選任しておりません。当社は、取締役会が業務上の必要性を特に認めた場合に、必要な社内手続きを経て、当社の
取締役、監査役経験者を相談役として委嘱いたします。相談役は経営上必要な事項について取締役会から委嘱された助言を行い、実施いたしま
す。なお、相談役の委嘱は取締役会決議を要することとしており、任期は１年としております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

　当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、業務執行取締役の監査・監督機能の強化を図る
とともに、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、2023年５月24日開催の第26期定時株主総会の決議をもって監査役会設置会
社から監査等委員会設置会社へ移行しております。

（１）取締役会

　取締役会は、経営の意思決定機関であり、豊富な経験に基づく高い専門性と幅広い知見を有する取締役８名で構成されております。原則として
取締役会を月１回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項を協議し、決議いたします。取締役８名のうち６名
は社外取締役であり、経営陣や支配株主から独立した立場の社外取締役が取締役会の３分の２を占めることにより、経営に対する監督機能の強
化を図ってまいります。

　議 長：代表取締役社長兼CEO 冨田英揮

　構成員：代表取締役COO 志立正嗣、社外取締役 馬渕邦美、社外取締役 竹内香苗、

　　　　　　社外取締役 島田由香、

　　　　　　社外取締役監査等委員 田邉えり子、社外取締役監査等委員 今津幸子、

　　　　　　社外取締役監査等委員 丸山みさえ

（２）監査等委員会

監査等委員会は、豊富な経験に基づく高い専門性と幅広い知見を有する社外取締役監査等委員３名で構成されております。原則として監査等委



員会を月１回開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催します。監査等委員会は、監査等委員会において定められた監査の方針に
従い、法令及び定款に定められた事項並びに重要な監査業務について協議するとともに、監査・監督体制の充実を図っております。また、各監査
等委員である取締役は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の業務執行の適法性を監査するとともに、妥当性の監督を行ってまいりま
す。

　議　 長：社外取締役監査等委員 田邉えり子

構成員：社外取締役監査等委員 今津幸子、社外取締役監査等委員 丸山みさえ

（３）任意の指名・報酬委員会

　取締役会の諮問機関である任意の指名・報酬委員会は、取締役会から諮問を受け、取締役の指名及び報酬に関する事項につき審議し、答申を
行っております。　指名・報酬委員会は、代表取締役社長兼CEO及び独立社外取締役で構成し、過半数が独立社外取締役であることとしておりま
す。なお、委員長は、独立社外取締役が務めるものとしております。

　議　 長：独立社外取締役 馬渕邦美

　構成員：代表取締役社長兼CEO 冨田英揮、独立社外取締役 竹内香苗

　　　　　　独立社外取締役 島田由香、独立社外取締役監査等委員 田邉えり子

　　　　　　独立社外取締役監査等委員 今津幸子、独立社外取締役監査等委員 丸山みさえ

（４）会計監査の状況

・監査法人の名称　有限責任　あずさ監査法人

・継続監査期間　13年間・業務を執行した公認会計士の氏名

　　パートナー　石井　伸幸

　　パートナー　植草　寛

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、業務執行取締役の監査・監督機能の強化を図る
とともに、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、監査等委員会設置会社の体制を選択しています。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
当社は、株主の皆様が株主総会の議案に関して十分な検討を実施できるよう、情報の正
確性の担保に留意しつつ、株主総会の開催日の22日前までに招集通知を発送し、ＴＤｎｅｔ
や当社コーポレートサイトにて内容を開示しております。

集中日を回避した株主総会の設定 集中日を回避しております。

電磁的方法による議決権の行使
三菱UFJ信託銀行が運営する「インターネット議決権行使サイト」システムを利用しており
ます。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

議決権電子行使プラットフォームに参加し、機関投資家や海外投資家の議決権行使が円
滑に行われるように機会を提供しております。

招集通知（要約）の英文での提供
当社は、英文の要約招集通知について、日本語と同時に、株主総会の開催日の22日前
までにＴＤｎｅｔや当社コーポレートサイトにおいて開示しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
当社では、株主の皆様との建設的な対話を図るため、IRポリシーを策定してお
ります。詳細は、当社コーポレートサイトに掲載しております。

(https://www.dip-net.co.jp/ir/attention/disclosure)

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

四半期に１回、決算発表と同日にアナリスト及び機関投資家向けに決算説明
会を実施しております。

あり



IR資料のホームページ掲載

当社コーポレートサイト上にIR専用ページを設け、決算短信等の適時開示資
料、決算発表関連資料（決算説明資料、ファクトシート）等を過去分を含めて掲
載しております。

（https://www.dip-net.co.jp/ir/）

また、適時開示資料、決算発表関連資料は、日本語と同時に英文による開示
も行っております。

(https://www.dip-net.co.jp/en/ir)

IRに関する部署（担当者）の設置 IR担当部署として経営統括本部経営企画部IR課を設置しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社は、“OnetoOneSatisfaction”をブランドステートメントとして掲げており、あらゆるステー
クホルダーの満足を実現していくための指針としております。このブランドステートメントは、
当社コーポレートサイト等において宣言しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社は、経営理念である「私たちdipは夢とアイデアと情熱で社会を改善する存在となる」に
基づき、事業活動で生じる環境負荷の低減に向けた取り組みを行うとともに、持続可能な
社会の実現に向けた責務を果たすための指針として、環境方針を定めております。

＜環境方針＞

https://www.dip-net.co.jp/esg/environment/E003

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

1.　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①　取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、かつ社会的責任及び企業倫理を尊重して職務執行を行うことができるように、「コンプライアンス
基本方針」を定め、それを全取締役及び使用人に周知徹底させております。

②　職務執行の公正性に関する監督機能を強化するため、取締役会に独立した立場の社外取締役を３分の２以上置いております。

③　経営統括本部ガバナンス推進部コンプライアンス課をコンプライアンス担当部署とし、コンプライアンス体制の維持・向上を図ります。具体的に
は、コンプライアンスに関する知識と意識を向上させるため、コンプライアンス課において定期的な研修の実施、マニュアルの作成・配布等を、取
締役及び使用人に対し行っております。

④　法令及び定款に反する行為を早期発見し是正することを目的とする内部通報制度を整備しております。

⑤　反社会的勢力との関係を一切遮断しております。これを達成するため、反社会的勢力への対応を所管する部署を人事総務本部ビジネスサ
ポート室と定め、その対応に係る規程等の整備を行うとともに、有事には警察等の外部専門機関と連携し毅然と対応できる体制を整えておりま
す。

⑥　監査等委員及び内部監査室は連携して、コンプライアンス体制の状況を定期的に監査・監督し、取締役会に報告しております。

2.　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役の職務の執行に係る情報については、「文書管理規程」、その他の社内規程に基づき、適切かつ確実に、検索及び閲覧可能な状態で定
められた期間、保存及び管理いたします。

3.　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　「経営危機管理規程」により事業上等のリスク管理に関する体制を定めます。事業活動上の重大な事態が発生した場合には、CEO指揮下の対
策本部を設置し、迅速かつ的確な対応を行うとともに、損失・被害等を最小限にとどめる体制を整えます。特に、当社においては、個人情報等の取
扱いに関するリスクに対して、情報管理責任部門と情報管理責任者を設置し定期的に使用人への教育と内部監査を行い、既に取得しているプラ
イバシーマーク及びISMS適合性評価制度の認証に基づいた管理体制の維持、向上を目指しております。

4.　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　社内規程で定められた決裁権限に従って、CEO、COO、CBO、CIO、CTO、CHO、CFO、サービスオフィサー及び本部長が慎重かつ機動的な意思
決定を行います。さらに、執行役員会議及び戦略推進会議での審議を実施し、経営課題を早期に認識することで、取締役会ならびにCEO、COO、
CBO、CIO、CTO、CHO、CFO、サービスオフィサー及び本部長の意思決定が効率的に行われるようにしております。　業務執行に関しては、執行
役員制及び本部制を導入し、「組織規程」、「業務分掌および職務権限に関する規程」等に従うことで、効率的かつ迅速に行っております。

5.　当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

①　当社で定める「コンプライアンス基本方針」を当社グループに周知徹底させ、当社グループ全体のコンプライアンス体制の構築を目指しており
ます。

②　当社から子会社の取締役又は監査役を派遣し、子会社における取締役の職務執行の監査・監督を行っております。

③　当社グループ会社間における取引を行う場合は、取締役会への事前報告を求め、取締役会の承認を得ることとしております。当該取引の承
認にあたっては、取締役会における審議が恣意的にならないように一般の取引条件との比較検討等を行い、当社に著しく不利益なものとならない
ようにしております。また必要に応じて専門家に確認しております。

④　内部監査室は、子会社の内部監査を実施し、その業務全般に関する適正性を確保しております。

⑤　当社グループは、グループ会社経営全般に関して当社と子会社との間で定期的に会議を開催し重要な情報を共有するほか、子会社の管理に
関する規程に基づき、子会社の重要な業務執行について当社が承認を行う、又は報告を受けることとしております。

6.　財務報告の適正性を確保するための体制



　当社グループの財務報告の適正性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向け、内部統制システ
ムを構築するとともに、そのシステムが適正に機能することを継続的に評価し、必要に応じて是正を行っております。

7.　監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性
に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　監査等委員会の求め又は指示により、その職務の執行を補助する人員を配置しております。この場合、当該人員は監査等委員以外の者から指
示命令を受けないよう独立性を保ち、指示の実効性を確保しております。また、当該人員の人事異動、評価等については、監査等委員会の意見
を尊重しております。

8.　取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

　当社グループの取締役及び使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼす事実が発生した又は発生する恐れがあるとき、信用を著しく失墜さ
せる事態、内部管理の体制・手続き等に関する重大な欠陥や問題、法令違反等の不正行為や重大な不当行為等が生じたときは、直ちに書面もし
くは口頭にて監査等委員会に報告いたします。さらに、監査等委員はいつでも、執行役員会議等各種会議の議事録及び議事資料を自由に閲覧す
ることができるとともに、当社グループの取締役及び使用人に報告を求めることができます。

　また、内部通報制度の担当部署である内部監査室は、当社グループの内部通報の状況について、定期的に監査等委員会に報告いたします。

9　前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

　当社は、当社グループの取締役及び使用人が、監査等委員会に前項の報告を行ったことを理由として、不利益な取扱いを受けないことを規定し
ており、適正に対応いたします。

10． 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に

係る方針に関する事項

　監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、会社法第399条の２第４項に基づく費用等の請求をしたときは、当社は、当該請求が当該
監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、当該請求に応じることとしています。

11． その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①　監査等委員会を月１回以上開催いたします。

②　各監査等委員は、監査等委員会とは別に、必要に応じて会議を開催いたします。

③　監査等委員会は、適時に会計監査人又は内部監査室と会合を行い、意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人又は内部
監査室に報告を求めます。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

　当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体との関係を一切遮断いたします。

2.反社会的勢力排除に向けた整備状況

　当社では、反社会的勢力への対応統括部署を人事総務本部ビジネスサポート室と定めるとともに、不当要求防止責任者を選任しております。日
常の情報収集や事案発生時の対応のため、警察、弁護士等外部専門機関との連携体制を構築しております。不当要求事案に対応するための規
程類については、すでに制定しておりますが、環境の変化に応じて、適切な改訂を実施してまいります。一方、通常の取引においても、反社会的
勢力との取引を防止し、また、予見しない取引が判明した際にはすみやかに取引を停止するために、取引基本契約等に反社会的勢力排除条項を
加える対応を実施しております。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

＜情報開示体制＞

1.適時開示に係る基本姿勢

　当社は、会社法、金融商品取引法、その他の諸法令及び東京証券取引所が定める適時開示規則を遵守し、有価証券の投資判断に重要な影響
を与える会社の業務・運営又は業績に関する情報を「重要情報」と定義し、適時に情報開示を行います。

　また、適時開示規則等に定められていない情報であっても、株価及び投資判断に影響を及ぼすと考えられる情報については、自主的かつ積極
的に東京証券取引所（ＴＤｎｅｔ)及び当社コーポレートサイトにて開示いたします。

　なお、会社説明会、個別面談等で当社が言及する情報は、既に公開された事実、周知の事実あるいは一般的な事業環境などに限り、未公表の
「重要情報」等については言及いたしません。

2.適時開示体制

　決定事実及び発生事実については、適時開示の対象となる可能性が生じた時点で、所管部門より、経営統括本部経営企画部IR課に事前相談
を行う体制としております。IR課は、適時開示の要否を判定し、適時開示が必要と判断した場合には、経理財務部、法務課などの関連部署と連携
して開示資料を作成し、情報取扱責任者の確認を経て、当該情報を開示いたします。

　また、決算情報については、経営統括本部経理財務部が中心となって開示資料を作成し、取締役会の承認、情報取扱責任者の確認を経て、IR
課が当該情報を開示いたします。






